
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

部

改

正

○

岡

山

県

議

会

の

議

員

及

び

岡

山

県

知

事

の

選

挙

〃

担

当

課

（

室

）

に

お

け

る

選

挙

運

動

用

自

動

車

の

使

用

等

の

公

営

目

次

に

関

す

る

規

程

の

一

部

改

正

○

公

職

選

挙

法

等

執

行

規

程

の

一

部

改

正

〃

【

告

示

】

○

岡

山

県

浄

化

槽

水

質

管

理

実

施

要

綱

の

一

部

改

循

環

型

社

会

推

進

課

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

正

【

】

内

水

面

漁

場

管

理

委

員

会

（

県

例

規

集

登

載

）

○

第

二

百

四

十

八

回

岡

山

県

内

水

面

漁

場

管

理

委

内

水

面

漁

場

管

理

委

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

員

会

の

開

催

員

会

の

更

新

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

の

辞

退

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

の

指

定

指

導

監

査

課

○

指

定

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

廃

止

の

届

〃

出

○

〃

〃

○

漁

船

保

険

付

保

義

務

発

生

の

た

め

の

同

意

の

認

水

産

課

定

【

】

公

告

○

公

共

測

量

の

実

施

監

理

課

○

公

共

測

量

の

終

了

〃

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

【

】

選

挙

管

理

委

員

会

○

公

職

選

挙

法

事

務

取

扱

規

程

の

一

部

改

正

選

挙

管

理

委

員

会

○

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

文

書

保

存

年

限

の

一

〃

岡

山

県

公

報

令和６年９月３日 第１２６３１号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
九
十
八
号 

 

岡
山
県
浄
化
槽
水
質
管
理
実
施
要
綱
（
昭
和
六
十
一
年
岡
山
県
告
示
第
四
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
令
和
六
年
九
月
三
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

別
表
第
三
第
十
二
号
中
「
大
腸
菌
群
数
」
を
「
大
腸
菌
数
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令和６年９月３日　岡山県公報　第１２６３１号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
九
十
九
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
更
新
し
た
。 

令
和
六
年
九
月
三
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 

指
定
を
更
新
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

所 

在 

地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 

更
新
年
月
日 

サ
エ
ラ
薬
局 
倉
敷
二
号
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

倉
敷
市
老
松
町
四
丁
目
二
―
四
四 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
六
年
九
月
一
日 

令和６年９月３日　岡山県公報　第１２６３１号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。 

令
和
六
年
九
月
三
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 

 
 

指
定
を
辞
退
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

所 

在 

地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 

辞
退
年
月
日 

（
有
）
大
手
町
薬
局 

メ
デ
ィ
カ
ル
ス
ワ
ミ 

 
 

 
 

 
 

赤
磐
市
河
本
一
一
四
一
―
一 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
六
年
九
月
一
日 

 

令和６年９月３日　岡山県公報　第１２６３１号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
一
号 

 

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
。 

令
和
六
年
九
月
三
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

１ 

名
称 

き
や
ま
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

２ 

所
在
地 

岡
山
県
笠
岡
市
山
口
二
九
〇
五
番
地 

二 

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

１ 

名
称 

株
式
会
社
き
や
ま
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

２ 

所
在
地 

岡
山
県
笠
岡
市
山
口
二
九
〇
五
番
地 

三 

指
定
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
九
月
一
日 

四 

介
護
保
険
事
業
所
番
号 

三
三
七
〇
五
〇
一
〇
四
五 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

訪
問
介
護 

令和６年９月３日　岡山県公報　第１２６３１号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
二
号 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す

る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
九
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

ア
ル
ネ
健
康
ク
ラ
ブ
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー 

２  

所
在
地 

津
山
市
元
魚
町
六
〇
―
一 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

株
式
会
社
ア
ル
ネ
健
康
ク
ラ
ブ 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

津
山
市
元
魚
町
六
〇
―
一 

三 

廃
止
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
八
月
三
十
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
一
〇
三
〇
〇
二
八
四 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

居
宅
介
護 

令和６年９月３日　岡山県公報　第１２６３１号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
三
号 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す

る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
九
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
さ
さ
い 

２  

所
在
地 

小
田
郡
矢
掛
町
矢
掛
二
五
八
三 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

有
限
会
社
笹
井
ケ
ア
ー
セ
ン
タ
ー 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

小
田
郡
矢
掛
町
矢
掛
二
五
八
三 

三 

廃
止
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
九
月
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
一
二
八
〇
〇
〇
四
二 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

居
宅
介
護
、
重
度
訪
問
介
護 

令和６年９月３日　岡山県公報　第１２６３１号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
四
号 

 

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
加
入
区
に
つ
い
て
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意

が
あ
っ
た
も
の
と
認
め
た
。 

 
 

令
和
六
年
九
月
三
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

加
入
区
の
名
称 

九
蟠
加
入
区 

 

令和６年９月３日　岡山県公報　第１２６３１号



〔
四
六
五
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
備
中
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

知
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
九
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

新
見
市
土
橋
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
用
地
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
六
年
八
月
二
十
二
日
か
ら

同
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

測

量

期

間 

令和６年９月３日　岡山県公報　第１２６３１号



〔
四
六
六
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
備
前
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通

知
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
九
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

岡
山
市
北
区
下
足
守

地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
三
級
基
準
点
測
量
及
び
四

級
基
準
点
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
六
年
七
月
三
十
一
日 

終

了

年

月

日 

令和６年９月３日　岡山県公報　第１２６３１号



〔
四
六
七
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
九
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

総
社
市
総
社
字
金
井
戸
一
六
六
二
番
二 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

岡
山
市
中
区
原
尾
島
八
五
九
番
地
三
リ
ー
リ
エ
原
尾
島
二
〇
三 

石
川 

大
夢 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
六
年
五
月
二
十
二
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
七
五
号 

令和６年９月３日　岡山県公報　第１２６３１号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
五
十
三
号

公
職
選
挙
法
事
務
取
扱
規
程
（
昭
和
五
十
一
年
岡
山
県
選
管
告
示
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
九
月
三
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

大

林

裕

一

様
式
第
四
十
一
号
中
「

・

」
を
削
り

「

」
を
「

」
に

「

」
を
「

」
に
、

男
女

事
由
に

い
ず
れ
か
の
事
由
に

下
記
の
記
載

こ
れ

、

、

「

（

）

不
在
者
投
票
の
事
由

次
の
ア
か
ら
サ
ま
で
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
に
○
を
付
し
て
く
だ
さ
い
。

ア
仕
事

イ
学
業

ウ
地
域
行
事
の
役
員

．
．

．

１
仕
事
等

エ
本
人
又
は
親
族
の
冠
婚
葬
祭

に
従
事

．

（

）

オ
そ
の
他

具
体
的
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い

：
．

。

カ
本
市
町
村
以
外
に
外
出
・
旅
行
・
滞
在

レ
ジ
ャ

ー

．

を

２
キ

本
市
町
村
内
の
私
の
属
す
る
投
票
区
の
区
域
外
に
外
出
・
旅
行
・
滞
在

・
用
事
等

．

（

）

具
体
的
な
場
所
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い

：
。

ク
疾
病

負
傷

出
産

身
体
障
害
等
の
た
め
歩
行
困
難

３
病
気
等

．
，

，
，

ケ
刑
事
施
設
等
に
収
容

．

４
住
所
移
転

コ
住
所
移
転
の
た
め

本
市
町
村
以
外
に
居
住

．
，

５
悪
天
候
等

サ
天
災
又
は
悪
天
候
に
よ
り
投
票
所
に
到
達
す
る
こ
と
が
困
難

．

」

○
仕
事

学
業

地
域
行
事

冠
婚
葬
祭
そ
の
他
の
用
務
に
従
事

「

，
，

，

○
用
事
又
は
事
故
の
た
め

投
票
所
の
あ
る
区
域
の
外
に
外
出
・
旅
行
・
滞
在

，

に
、

○
疾
病

負
傷

出
産

老
衰

身
体
障
害
等
の
た
め
歩
行
が
困
難
又
は
刑
事
施
設
等
に
収
容

，
，

，
，

○
交
通
至
難
の
島
等
に
居
住
・
滞
在

○
住
所
移
転
の
た
め

本
市
町
村
以
外
に
居
住

，

」

○
天
災
又
は
悪
天
候
に
よ
り
投
票
所
に
行
く
こ
と
が
困
難

「

「

交
付

事
由
号
別

交
付

を

に
改
め
る
。

月
日

月
日

郵
・

直
郵

・
直

時
分

時
分
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」

」

「

「

「

交
付
の

交
付
の

方
法

交
付
の
方
法
及

方
法

及
び

び
日
時

及
び

事
由

事
由

日
時

日
時

郵
・
直

郵
・
直

郵
・
直

様
式
第
四
十
六
号
そ
の
一
中
「

」
を
「

」
に
、

を

に
改
め
、
同
様
式
そ
の
二
中

を

及
び
封
筒

及
び
投
票
用
封
筒

郵
・
直

郵
・
直

郵
・
直

郵
・
直

郵
・
直

郵
・
直

」

」

」

「

交
付
の
方
法
及

び
日
時

郵
・
直

に
改
め
る
。

郵
・
直
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郵
・
直

」「

「

１
号

有
・

無

様
式
第
七
十
四
号
中

を

に
改
め
る
。

２
号

有
・

無

」

２
号

有
・

無

」

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
五
十
四
号

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会
文
書
保
存
年
限
（
昭
和
五
十
九
年
岡
山
県
選
管
告
示
第
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
九
月
三
日

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

林

裕

一

「

「

「

農
業
委
員
会

５
５

表
第
一
分
類
７
の
項
中

1
0

を

に
改
め
、
同
９
の
項
中

委
員
選
挙

」

」

「
を

に
改
め
る
。

」

」

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
六
年
度
以
降
に
完
結
し
た
文
書
か
ら
適
用
す
る
。
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
五
十
五
号

岡
山
県
議
会
の
議
員
及
び
岡
山
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
等
の
公
営
に

関
す
る
規
程
（
平
成
六
年
岡
山
県
選
管
告
示
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
九
月
三
日

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

林

裕

一

自
動
車
登
録
番
号
又
は
車
両
番
号
の
う
ち

自
動
車
登
録
番

様
式
第
四
号
そ
の
二
備
考
１
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

号
の
う
ち

様
式
第
五
号
備
考
４
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

1
6
0
,
0
0
0

1
4
5
,
0
0
0

枚
枚

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
五
十
六
号

公
職
選
挙
法
等
執
行
規
程
（
平
成
八
年
岡
山
県
選
管
告
示
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
九
月
三
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

大

林

裕

一

「

様
式
第
二
十
八
号
及
び
様
式
第
二
十
九
号
中

を

使
用
す
べ
き
施
設
の
名
称

」

「

使
用
す
べ
き
施
設
の
名
称

（

に
改
め
る
。

当
該
施
設
に
お
け
る
使
用

（

）

す
べ
き
会
議
室
等
の
名
称

）

」

「

様
式
第
三
十
号
中

を

使
用
す
べ
き
施
設
の
名
称

」

「

使
用
す
べ
き
施
設
の
名
称

（

に
改
め
る
。

当
該
施
設
に
お
け
る
使
用
す
べ
き
会

（

）

議
室
等
の
名
称

）

」

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
公
示
第
一
号

岡
山
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
事
務
規
程
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
二
百
四
十
八
回
岡

山
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

令
和
六
年
九
月
三
日

岡
山
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会

長

加

藤

卓

夫

一

日
時

令
和
六
年
九
月
二
十
五
日
（
水
）

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

二

場
所

岡
山
市
北
区
駅
前
町
二
丁
目
三
番
三
一
号

サ
ン
ピ
ー
チ
岡
山

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
〇
八
六
）
二
二
五

〇
六
三
一

－

三

議
題

報
告
事
項
一

内
水
面
資
源
の
回
復
に
向
け
た
岡
山
県
水
産
研
究
所
の
取
組
に
つ
い
て

報
告
事
項
二

岡
山
県
内
水
面
漁
業
調
整
規
則
の
改
正
予
定
に
つ
い
て
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